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０．公的年金財政状況報告－平成30年度－について

0

○「公的年金財政状況報告」は、公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各
実施機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめ
たものである。

○この報告では、実績の動向等を明らかにし、財政検証（・財政再計算）との比較を行っているほ
か、共済組合等を含めた厚生年金全体での財政状況もとりまとめている。

「公的年金財政状況報告－平成30年度－」の構成

第１章 公的年金の概要

第２章 財政状況
第１節 被保険者の現状及び推移
第２節 受給権者の現状及び推移
第３節 財政収支の現状及び推移
第４節 財政指標の現状及び推移

第３章 財政検証・財政再計算結果との比較
第１節 財政検証・財政再計算結果と比較することの意義と手法
第２節 財政収支等の実績と将来見通しとの比較

（人口要素、経済要素、被保険者数等、収入、支出、積立金）
第３節 財政指標の実績と将来見通しとの比較
第４節 積立金の乖離の分析
第５節 厚生年金に係る財政状況の評価

付属資料（長期時系列表、用語解説など）

平成30年度分に係る
報告聴取経過

○第82回年金数理部会
(令和元年12月23日開催)
・厚生年金保険（第１号）
・国民年金・基礎年金制度

○第83回年金数理部会
（令和２年１月９日開催）
・国家公務員共済組合
・地方公務員共済組合
・私立学校教職員共済制度



被保険者の現状及び推移
（第２章第１節より抜粋）
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(＋1.6％)

847

(△2.7％)

1,471

(△2.3％)

(      )内の数値は、

対前年増減率である。

１．公的年金の被保険者数の推移

１

○平成30(2018)年度は、国民年金第１号被保険者、第３号被保険者は減少が続いているものの、
厚生年金の被保険者が増加したため、被保険者数は0.2％増加。

○厚生年金の被保険者数の増加率は1.6％であり、このうち短時間労働者を除いた被保険者数の
増加率は1.5％、短時間労働者の被保険者数の増加率は13.6％。

報告書

50～52ページ
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２．被保険者の年齢分布

２

○平成30(2018)年度末の被保険者の年齢分布をみると、厚生年金計や国民年金第３号
被保険者では45～49歳の年齢階級の割合が最も大きい。

○厚生年金被保険者のうち短時間労働者では、男性は60歳以上の被保険者が多く、女
性は40～64歳の被保険者が多い。

○国民年金第１号被保険者では20～24歳の年齢階級の割合が最も大きく２割強を占める。

男性

女性
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３．被保険者の年齢分布の変化（厚生年金計）

○厚生年金計の男性では、最も被保険者数が多い年齢階級が10年前は35～39歳、5年前は40～44歳、
平成30(2018)年度末では45～49歳にシフト（団塊ジュニア世代）。10年前にあった55～59歳の第二の
ピークは、団塊世代の引退に伴い消滅。厚生年金計の女性では、40歳以上の被保険者数が増加。
男女ともに65～69歳の被保険者数がこの５年で増加。

○被保険者数を人口比でみると、男女ともに５年前と比べ、全ての年齢階級で上昇。65～69歳ではこ
の５年で、男性が17.4％から26.5％に、女性が6.4％から10.3％になっており 、65歳以上の雇用が進展。
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４．被保険者の年齢分布の変化（国民年金第１号）

４

○国民年金第１号被保険者では、団塊ジュニア世代のシフトを除くと、男女ともに全体的
に被保険者数が減少し、特に55～59歳で大幅に減少。

○被保険者数を人口比でみると、男女ともに５年前と比べ、全ての年齢階級で低下。

報告書

57、61、62、64ページ

0

10

20

30

40

50

60

70

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

女性（平成30年度末）

女性（平成25年度末）

女性（平成20年度末）

年齢（歳）

国民年金第１号被保険者総人口比（％）



0

10

20

30

40

50

60

70

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

男性（平成30年度末）

男性（平成25年度末）

男性（平成20年度末）

女性（平成30年度末）

女性（平成25年度末）

女性（平成20年度末）

年齢（歳）

国民年金第３号被保険者総人口比（％）

0

50

100

150

200

250

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

男性（平成30年度末）

男性（平成25年度末）

男性（平成20年度末）

女性（平成30年度末）

女性（平成25年度末）

女性（平成20年度末）

年齢（歳）

被保険者数（万人） 国民年金第３号被保険者

５．被保険者の年齢分布の変化（国民年金第３号）

５

○国民年金第３号被保険者の女性では、39歳以下の被保険者数の減少が著しい。
○被保険者数を人口比でみると、男性は５年前から大きな変化はなく、女性は５年前と比
べ、55～59歳を除き低下
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○厚生年金計の男性は、62万円 の被保険者が最も多くなっており、他には、26～30万円と41万円に
ピークがある分布。

○厚生年金計の女性は、22万円にピークがある分布。
○第１号被保険者（民間被用者）の分布は厚生年金計の分布とほぼ同様。５年前の分布と比較すると、
男性では、9.8万円、11.8～19万円を除き被保険者数が増加。女性では、9.8万円、11～15万円を除き
増加。
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第１号被保険者（民間被用者）の短時間労働者は、男性、女性ともに11.8万円にピークがあり、9.8万円
から11万円を中心とした標準報酬月額に集中していた平成28(2016)年度の分布から変化



受給権者の現状及び推移
（第２章第２節より抜粋）
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(      )内の数値は、

対前年増減率である。

８．受給権者の年金総額の推移

８注 平成27(2015)年度以降の国共済、地共済及び私学共済は、被用者年金一元化前の共済年金の受給権者の年金総額と被用者年金一元化後の厚生年金の受給権者の年金総額の合計である。

男性及び共済組合等の女性において報酬比例部分の支給開始年齢が61歳に引き上げら
れるとともに特別支給の定額部分がなくなり、国共済及び地共済については、被用者年金
一元化法により、平成25(2013)年8月（同10月支給分）から恩給期間に係る給付の引下げ

男性及び共済組合等の女性において、報酬比例部分の支給開始年齢が62歳に引上げ

平成30(2018)年度末の年金総額は、公的年金制度全体で57.2兆円。平成29(2017)年度末
に比べ、旧厚生年金、国共済及び地共済では減少し、私学共済及び国民年金では増加。
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旧厚生年金では、女性において報酬比
例部分の支給開始年齢が61歳に引き
上げられるとともに特別支給の定額部
分がなくなった



９．老齢・退年相当の受給権者の年齢分布

○私学共済を除き65～69歳の年齢階級の受給権者数が最も多くなっている。私学共済では70～74歳の
年齢階級の受給権者が最も多くなっている。

○国共済では女性の受給権者が少ないこと、女性において65～89歳の各年齢階級における受給権者数
にあまり差がないのが特徴的。

老齢厚生年金受給権者（老齢相当）

退職共済年金受給権者（退年相当）

９

※ 老齢・退年相当とは、老齢（退職）年金の受給権者のうち、原則25年以上の被保険者期間を有するものをいう。

報告書
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円 円 円 円 円

計 143,761 171,469 174,153 174,330 148,301 

男性 163,840 174,911 181,389 190,409 166,328 

女性 102,558 154,214 161,264 149,992 111,029 

女（男＝100) 62.6 88.2 88.9 78.8 66.8 

注１

注２

厚生年金計

国共済、地共済及び私学共済の退年相当の退職共済年金の職域加算部分を除いた年金額は推計値である。

国共済、地共済及び私学共済は、退年相当の退職共済年金の受給権者と老齢相当の老齢厚生年金の受給権者の平均である。

平均年金月額
（老齢基礎年金分を含む）

区分 旧厚生年金 国共済 地共済 私学共済

１０． 老齢・退年相当の平均年金月額（推計）

10

共済組合等の共済年金には職域加算部分が含まれていることから、これを除いた厚生年金相当部
分の年金額を推計している。
厚生年金計での平均年金月額は14.8万円、男女別では男性16.6万円、女性11.1万円となっている。

実施機関によって年金月額に差が生じているのは、男性では、平均加入期間は旧厚生年金の方
が長いものの、年金額の算定基礎となる標準報酬額が共済組合等の方が高いこと、国共済にお
ける受給権者の年齢が旧厚生年金より高くなっていることが影響。

共済組合等の
職域加算部分を除いた

女性では、年金額の算定基礎となる標準報酬額の差に加え、共済組合等の平均加入期間が旧
厚生年金よりも相当程度長いことが影響。国共済においては受給権者の年齢が旧厚生年金より
高くなっている影響もある。

報告書
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１１．老齢相当の受給権者の年齢階級別平均年金月額

11

旧厚生年金の平均年金月額は、受給権者全体の平均加入期間が伸長するなかで、減少傾向にあるが、その要因
として、
①報酬比例部分の給付乗率の引下げ ②定額部分の定額単価の引下げ ③定額部分の支給開始年齢の引上げ
④加給年金の対象者の減少 ⑤物価スライド ⑥特例水準の解消（年金額のマイナス改定）
が考えられる。

注 平均年金月額には基礎年金分を含む。

③定額部分の
支給開始年齢
の引上げ

配偶者に係る加給年金が
配偶者が65歳に達すると

加算されなくなる影響もある。

報告書
110～113
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昭和21年4月2日以後生まれ（平成30年
度末で72歳以下）の者は給付乗率や定
額単価は一定であるが、平均年金月額
が他の年齢階級と同程度低下している
のは、④加給年金の対象者の減少の影
響もあるからと考えられる。

平成25年度末から
平成30年度末にかけて、
（①給付乗率や②定額単
価の引下げのほか、）
⑥特例水準の解消の影響
もある。
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女性（老齢相当） 46,121円
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１２．老齢相当の年金月額階級別受給権者数

12

基礎年金を含む額で、男性は16～20万円に、女性は8～11万円にピークがある。
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財政収支の現状
（第２章第３節より抜粋）



１３．平成30年度の単年度収支状況

○「運用損益分を除いた単年度収支残」と「運用損益」に分けて分析している。
○公的年金制度全体でみると、収入面では、保険料収入が38.4兆円、国庫・公経済負担が12.7兆円
等であり、運用損益分を除いた単年度の収入総額は52.8兆円。支出面では、年金給付費が52.6兆円
であり、支出総額は53.0兆円。この結果、運用損益分を除いた単年度収支残は0.2兆円のマイナス。

○運用損益は時価ベースで2.8兆円のプラス。
○これらの結果、公的年金制度全体の時価ベースの年度末積立金は前年度末に比べ2.6兆円増加し
200.7兆円。

13注 < >内の額は、解散厚生年金基金等徴収金を控除した額である。

報告書

123～127ページ

厚生年金

計 国民年金勘定 基礎年金勘定

億円 億円 億円 億円

前年度末積立金（㋐） 時価ベース 1,857,518  92,210 30,867 1,980,595 

 総額 501,301  36,002 241,117 527,796 

（再掲）保険料収入 369,892  13,904 ・ 383,795 

（再掲）国庫・公経済負担 109,178  18,207 ・ 127,385 

（再掲）基礎年金交付金 5,772  3,822 ・ ・ 

（再掲）基礎年金拠出金収入 ・ ・ 241,031 ・ 

 総額 503,604  38,103 238,644 529,727 

（再掲）給付費 292,108  4,770 229,047 525,925 

（再掲）基礎年金拠出金 208,928  32,103 ・ ・ 

（再掲）基礎年金相当給付費 (基礎年金交付金) ・ ・ 9,594 ・ 

△2,303  △2,100 2,473 △1,931 

時価ベース 26,309  1,329 15 27,653 

時価ベース 172  105 - 277 

時価ベース 1,881,696  91,543 33,355 2,006,594 

運用損益（㋒）

その他（㋓）

年度末積立金（㋐＋㋑＋㋒＋㋓）

運用損益分を除いた単年度収支残(㋑)

区　分
国民年金 公的年金

制度全体

収
　
入

（

単
年
度
）

支
　
出

（

単
年
度
）



厚生年金勘定では平成29(2017)年9月に保険料率が平成16年改正による最終保険料率18.3％に到達しているが、これが満年度に
なった影響が現れている。

平成30(2018)年度中に保険料率が引き上げられたことが保険料収入を増加させる方向に寄与。

被保険者数の増加が保険料収入の増加に
大きく寄与。

厚生年金の保険料収入の推移

厚生年金勘定 国共済 地共済 私学共済 厚生年金計
平成 (西暦) 億円 億円 億円 億円 億円

29 (2017) 309,442　 12,340　 32,735　 4,207　 358,723　
30 (2018) 319,287　 12,744　 33,476　 4,384　 369,892　

対前年度増減率　（％）

30 (2018) 3.2 3.3　 2.3　 4.2　 3.1　

注

年度

厚生年金勘定、厚生年金計及び公的年金制度全体には、厚生年金基金が代行している部分を含まない。

厚生年金勘定 国共済 地共済 私学共済

％ ％ ％ ％

 保険料収入の対前年度増減率 3.2  3.3  2.3  4.2  

1.9  0.2  △0.0  1.6  

0.9  0.7  0.0  △0.0  

0.3  1.9  1.9  2.5  

0.1  0.6  0.4  0.1  

注１
注２

要因別の寄与分は推計値であり、前年度の保険料収入に対する率で表している。
被保険者数は、年度間平均値を用いている。

区分

要
因
別
の
寄
与
分

 被保険者数

 １人当たり標準報酬額

 保険料率

 その他

１４．厚生年金の保険料収入の増減要因の分析 報告書

130、131ページ
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平成28(2016)年度 平成29(2017)年度 平成30(2018)年度

％ ％ ％

 現年度保険料の対前年度増減率 1.7  △7.3  △0.6  

△4.9  △5.5  △3.0  

△1.8  △2.6  △0.4  

4.1  1.6  △0.7  

2.6  2.0  2.7  

1.7  △2.9  0.8  

注１
注２
注３

要因別の寄与分は推計値であり、前年度の現年度保険料に対する率で表している。
被保険者数は、年度間平均値を用いている。
保険料額は、収納月を考慮して加重平均している。

区分

要
因
別
の
寄
与
分

 被保険者数

 納付率

 保険料額

 その他

 保険料免除被保険者数割合

名目保険料の低下が保険料収入を減少させる
方向に寄与。

その他は要因分析の残差であるが、これには平成26(2014)年4月に創設された保険料の２年前納制度の影響が含まれる。

納付率の上昇が保険料収入を増加させる方向に
寄与。

国民年金第１号被保険者数の減少が保険料収入
を減少させる方向に寄与。

現年度保険料 過年度保険料

平成 (西暦) 億円 億円 億円 ％ ％ 円

28 (2016) 15,069　 14,280　 790　 65.0　 74.6　 16,260　

29 (2017) 13,964　 13,237　 728　 66.3　 16,490　

30 (2018) 13,904　 13,153　 751　 68.1　 16,340　

対前年度増減率　（％） 対前年度増減差

28 (2016) △0.5　 1.7　 △28.3　 1.7　 1.5　

29 (2017) △7.3　 △7.3　 △7.9　 1.3　

30 (2018) △0.4　 △0.6　 3.2　 1.8　

注１

注２

納付率とは、納付対象月数に対する納付月数の割合である。納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納

付すべき月数（法定免除月数、申請全額免除月数、学生納付特例月数及び納付猶予月数を含まない）であり、

納付月数はそのうち当該年度中（翌年度４月末まで）に実際に納付された月数である。なお、納付対象月数、

納付月数ともに保険料一部納付者についても１月と計数している。

保険料は過去２年分の納付が可能であり、最終納付率とは、過年度に納付されたものを加えた納付率である。

保険料保険料収入年度 現年度納付率 最終納付率

１５．国民年金勘定の現年度保険料収入の増減要因の分析 報告書

132～135ページ
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財政収支等の実績と将来見通しとの比較
（第３章第２節より抜粋）



１６．合計特殊出生率と65歳平均余命の実績と前提との比較
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（年） 65歳平均余命
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出生中位（将来推計人口（平成24年））
出生低位（将来推計人口（平成24年））

（年）

○合計特殊出生率について、平成30(2018)年の実績は、平成26年財政検証の基礎と
なった平成24年人口推計における出生中位の仮定値を上回っている。

○65歳平均余命について、平成30(2018)年の実績を平成24年人口推計における仮定値
と比較すると、男性は死亡中位の仮定値と同水準、女性は死亡中位の仮定値を下回る
水準で推移。

報告書
180～182
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１７．物価上昇率の実績と前提との比較

平成30(2018)年の実績は、原油価格の上昇などによるガソリン、電気代などの上昇、
生鮮野菜の上昇、診療報酬改定及び制度改正による診療代の上昇などにより1.0％の
上昇となったが、平成26年財政検証等における前提と比較すると、経済再生ケース、
参考ケースのいずれにおいても実績が前提を下回っている。

17

報告書
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１８．実質賃金上昇率の実績と前提との比較

平成30(2018)年度の実質賃金上昇率（対物価上昇率でみた賃金上昇率）の実績は、財政
検証等における前提を下回っている。

18
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１９．実質的な運用利回りの実績と前提との比較

平成30(2018)年度の実質的な運用利回り（対名目賃金上昇率でみた運用利回り）の実績
は、経済再生ケース、参考ケースのいずれも財政検証等における前提を上回っている。

19
運用利回りについて実績と財政検証等における前提とを比較する際には、公的年金では保険料や新規裁定の給付費が名目賃金
上昇率を基本として増減することから、長期的な観点からは、実質的な運用利回りにより比較することが適当。

報告書
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２０．労働力率の実績と前提との比較

平成30(2018)年の実績と経済再生ケースの推計値（2020年）との比較では、男性の20～
24歳及び女性の15～24歳や60歳以上では、実績が経済再生ケースの推計値を上回って
いる。

20
労働力率の将来推計において公表されている2020年の推計値と平成30(2018)年の実績の比較である。
比較している推計値が実績より２年先のものであることに留意が必要。

報告書
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２１．被保険者数の実績と将来見通しとの比較
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平成30(2018)年度は、厚生年金計では実績（下図の★印）が将来見通し（棒グラフ）を大き
く上回っており、国民年金第１号被保険者については、実績が将来見通しを大きく下回っ
ている。
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２２．受給者数の実績と将来見通しとの比較
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平成30(2018)年度は、厚生年金計、基礎年金ともに実績（下図の★印）が将来見通し（棒グ
ラフ）をやや上回っている。
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２３．保険料収入の実績と将来見通しとの比較

○平成30(2018)年度は、厚生年金計では実績（下図の★印）が将来見通し（棒グラフ）を上
回り、国民年金（国民年金勘定）では実績が将来見通しを下回っている。

○厚生年金計では、被保険者数の実績が将来見通しを大きく上回っていることによる。
国民年金（国民年金勘定）では被保険者数が将来見通しを大きく下回っていることによる。
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２４．給付費の実績と将来見通しとの比較 報告書
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24

○平成30(2018)年度は、厚生年金計では実績（下図の★印）が前年度に引き続き将来見
通し（棒グラフ）を下回っており、ケースＣ及びケースＥとの比較においては、その差は拡
大している。年金改定率の実績が将来見通しより低いことによる。

○国民年金（国民年金勘定）では前年度と同程度、将来見通しを上回っている。
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25

○平成30(2018)年度は、厚生年金計では実績（下図の★印）が将来見通し（棒グラフ）
を上回り、国民年金（国民年金勘定）では実績が将来見通しを大きく下回っている。

○全制度共通の基礎年金拠出金単価は実績が将来見通しを下回る一方、基礎年金拠
出金算定対象者数は厚生年金計では実績が将来見通しを上回り、国民年金（国民年
金勘定）では実績が将来見通しを下回ったことによる。
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２６．積立金の実績と将来見通しとの比較
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平成30(2018)年度末は、厚生年金計においても国民年金（国民年金勘定）においても
実績（下図の★印）が将来見通し（棒グラフ）を上回っている。
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積立金の乖離の分析と
厚生年金に係る財政状況の評価

（第３章第４、５節より抜粋）



（A）

（BN） （BN－１）

（BN－２）

（CN－１）

（CN－２）

（CN－３）

（CN）
Ｎ年度に係る　被保険者数が将来見通しと
　　　　 　　　　 乖離したことによる寄与

（CN－３－１）

Ｎ年度に係る　受給者数が将来見通しと
　　　　 　　　　 乖離したことによる寄与

（CN－３－２）

（CN－４）

（CN－５）

(Ｎ＝平成27，28，29，30)

 Ｎ年度に
 　係る
 　発生
 　要因の
 　寄与

平
成
30
年
度
末
に
お
け
る
積
立
金
の
将
来
見
通
し
か
ら
の
乖
離

Ｎ年度に係る
 名目運用利回りが
 将来見通しと乖離した
 ことによる寄与

Ｎ年度に係る　実質的な運用利回りが将来見通しと乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る　賃金上昇率が将来見通しと乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る
 運用損益を除いた
 収支残が将来見通しと
 乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る　賃金上昇率が将来見通しと乖離したことにより保険料収入が
　　　　　　　　　乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る　賃金上昇率・物価上昇率が将来見通しと乖離したことにより
　　　　　　　　　給付費等が乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る
 人口要素の実績が
 将来見通しと乖離した
 ことによる寄与

Ｎ年度に係る　スライド調整率が将来見通しと乖離したことによる寄与

Ｎ年度に係る　その他の要因による寄与

   平成26年度末の実績が将来見通しと乖離したことによる寄与

２７．積立金の実績と将来見通しの乖離分析の流れ
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２８．積立金の実績と将来見通しの発生年度ごとの乖離状況

28注 ケースＣ、ケースＧについても、同様の結果となる。

厚生年金計及び国民年金（国民年金勘定）の平成30(2018)年度末積立金は、ケースＣ、
ケースＥ及びケースＧ のいずれにおいても、実績が将来見通しを上回っている。
これは、平成26(2014)年度末の積立金の実績と将来見通しの乖離による寄与が大きいこ
とに加え、平成28(2016)年度及び平成29(2017)年度に係る発生要因の寄与計がプラスと
なっていることによる。

報告書
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２９．積立金の乖離分析の結果（平成30年度発生分・厚生年金計）

注 積立金の乖離を要因別に取り出して集約し、ケースＣ、ケースＥ、ケースＧのうちの最大値及び最小値を表示したものである。

報告書

249、254ページ

29

平成30(2018)年度に生じた厚生年金計の積立金の乖離（△0.88～1.64兆円）は、主として名目運用
利回りの乖離（△2.81～△1.66兆円）と被保険者数の乖離（3.38～4.49兆円）によるものである。

（収入項目） （支出項目）

名目運用利回り（B2018）
２．４～３．１％→１．４２％

運用損益　　 △２．８１～△１．６６兆円

賃金上昇率（C2018－１）
２．８～３．７％→０．７９％

保険料収入        △１．０８～△０．７６兆円

年金改定率（C2018－２）
０．５～１．３％→０％

給付費　　 ０．２０～　０．５１兆円

被保険者数（C2018－３－１）
３８．１～３９．６百万人→４４．３百万人

３．３８～　４．４９兆円

受給者数（C2018－３－２）
３９．６百万人→４０．０百万人

給付費　　 △０．３６～△０．３４兆円

スライド調整率（C2018－４）
△１．０～△０．５％→なし

給付費　　 △０．３９～△０．１９兆円

その他（C2018－５） △０．１３～△０．０９兆円

厚生年金計
積立金への影響

乖離の発生要因 合計 △０．８８～１．６４兆円

保険料収入        

　　基礎年金
　　　拠出金



３０．積立金の乖離分析の結果（平成30年度発生分・国民年金）
報告書
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注 積立金の乖離を要因別に取り出して集約し、ケースＣ、ケースＥ、ケースＧのうちの最大値及び最小値を表示したものである。 30

平成30(2018)年度に生じた国民年金（国民年金勘定）の乖離（△0.09～0.01兆円）は、主として名目
運用利回りの乖離（△0.20～△0.13兆円）と被保険者数の乖離（0.05～0.06兆円）によるものである。

乖離の発生要因 （収入項目） （支出項目）

名目運用利回り（B2018）
２．４～３．１％→１．４６％

運用損益　　 △０．２０～△０．１３兆円

賃金上昇率（C2018－１）
２．８～３．７％→０．７９％

保険料収入        △０．０４～△０．０３兆円

年金改定率（C2018－２）
０．５～１．３％→０％

給付費　　 ０．０１～　０．０２兆円

被保険者数（C2018－３－１）
１６．５～１７．４百万人→１４．６百万人

０．０５～　０．０６兆円

受給者数（基礎年金）（C2018－３－２）
３５．５百万人→３５．６百万人

給付費　　 　　△０．０１兆円

スライド調整率（C2018－４）
△１．０～△０．５％→なし

給付費　　 △０．０２～△０．０１兆円

その他（C2018－５） ０．１１～　０．１２兆円

国民年金
積立金への影響

合計 △０．０９～０．０１兆円

保険料収入        

　　基礎年金
　　　拠出金



３１．積立金の乖離分析の結果（平成30年度までの通期・厚生年金計）

注 積立金の乖離を要因別に取り出して集約し、ケースＣ、ケースＥ、ケースＧのうちの最大値及び最小値を表示したものである。

報告書

256、259ページ

31

○平成27(2015)年度から平成30(2018)年度に生じた乖離を発生要因別にみると、厚生年金計の積立金の乖離（7.15
～14.07兆円）は、主として賃金上昇率の乖離による保険料収入の乖離（△3.60～△2.73兆円）と被保険者数の乖離
（9.90～13.35兆円）によるものである。

○平成26年度末の積立金の乖離分（24.03～24.57兆円）は、主として名目運用利回りの乖離（旧厚生年金16.26～
16.28兆円）によるものと考えられる。

○平成26(2014)年度から平成30(2018)年度までの通期でみると、平成26年財政検証の将来見通しと実績の乖離は、
大半が名目運用利回りの乖離と被保険者数の乖離によって生じたものであると言える。

乖離の発生要因 （収入項目） （支出項目）

名目運用利回り（BNの合計）
【累積】８．３～１０．１％→９．８％

運用損益　　 △０．６７～　２．１０兆円

賃金上昇率（CN－１の合計）
【累積】９．９～１２．９％→１．３％

保険料収入        △３．６０～△２．７３兆円

年金改定率（CN－２の合計）
【累積】４．７～６．９％→１．７％

給付費　　 １．１７～　２．００兆円

被保険者数（CN－３－１の合計）
【平均】３８．３～３９．５百万人→４２．９百万人

９．９０～１３．３５兆円

受給者数（CN－３－２の合計）
【平均】３８．７百万人→３９．０百万人

給付費　　 △０．５６～△０．４５兆円

スライド調整率（CN－４の合計）
【累積】△４．２～△３．７％→△０．９％

給付費　　 △１．３６～△１．１２兆円

その他（CN－５の合計） △１．４４～△１．７５兆円

　※　実績推計

厚生年金計
積立金への影響

合計 ７．１５～１４．０７兆円

保険料収入        
　　基礎年金
　　　拠出金

※



３２．積立金の乖離分析の結果（平成30年度までの通期・国民年金）
報告書

256、259ページ

注 積立金の乖離を要因別に取り出して集約し、ケースＣ、ケースＥ、ケースＧのうちの最大値及び最小値を表示したものである。 32

○平成27(2015)年度から平成30(2018)年度に生じた乖離を発生要因別にみると、国民年金（国民年金勘定）の乖離
（0.12～0.36兆円）は、主として名目運用利回りの乖離（△0.24～△0.06兆円）と被保険者数の乖離（0.17～0.18兆
円）によるものである。

○平成26年度末の積立金の乖離分（0.85～0.87兆円）は、主として名目運用利回りの乖離（0.93兆円）によるものと考
えられる。

○平成26(2014)年度から平成30(2018)年度までの通期でみると、平成26年財政検証の将来見通しと実績の乖離は、
大半が名目運用利回りの乖離と被保険者数の乖離によって生じたものであると言える。

乖離の発生要因 （収入項目） （支出項目）

名目運用利回り（BNの合計）
【累積】８．３～１０．１％→７．９％

運用損益　　 △０．２４～△０．０６兆円

賃金上昇率（CN－１の合計）
【累積】９．９～１２．９％→１．３％

保険料収入        △０．０７～△０．０５兆円

年金改定率（CN－２の合計）
【累積】４．７～６．９％→１．７％

給付費　　 ０．０５～　０．０９兆円

被保険者数（CN－３－１の合計）
【平均】１６．９～１７．６百万人→１５．６百万人

０．１７～　０．１８兆円

受給者数（基礎年金）（CN－３－２の合計）
【平均】３４．７百万人→３４．６百万人

給付費　　 ０．０３兆円

スライド調整率（CN－４の合計）
【累積】△４．２～△３．７％→△０．９％

給付費　　 △０．０７～△０．０６兆円

その他（C2018－５の合計） ０．２１～　０．２７兆円

　※　実績推計

国民年金
積立金への影響

合計 ０．１２～０．３６兆円

保険料収入        
　　基礎年金
　　　拠出金

※
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３３．厚生年金の財政状況の評価①

33
※「評価の基準となる積立金額(推計値)」とは、積立金の将来見通しを賃金上昇率及び物価上昇率の実績と財政検証における前提との乖離に対応する分

だけ補正したものである。

報告書

262～266ページ

平成30(2018)年度末における厚生年金の財政状況について、ケースＣ，ケースＥ及びケー
スＧで分析を行った結果、積立金の実績と「評価の基準となる積立金額（推計値）」の差額
は財源（保険料と積立金）との対比でプラス2.9～3.2％となっている。

ケースＣ ケースＥ ケースＧ

兆円 兆円 兆円

積立金の実績 ① 200.2 200.2 200.2 

評価の基準となる
積立金（推計値）

② 157.6 157.6 154.8 

積立金の実績と
評価の基準となる
積立金額（推計値）
の差

③＝
①－② 42.5 42.5 45.4 

財源
　国庫・公経済
　負担を除く

④ 1,482.5 1,385.1 1,414.5 

％ ％ ％

財源（国庫・公経済負担を
除く）に対する積立金の実
績と評価の基準となる積立
金額（推計値）の差の比率

③／④ 2.9 3.1 3.2 



３４．厚生年金の財政状況の評価② 報告書

262～266ページ

○ 平成26年財政検証の将来見通しとの比較では、平成30(2018)年度末時点で

財源に余裕が生じているとの結果になった。平成26年財政検証の結果と比較す

るのは、財政検証の間の５年間について実績を将来見通しと比較・分析し、総

括することが不可欠と考えられるからである。今後、令和元年財政検証につい

て、本報告書で確認された事実関係を十分踏まえつつ、詳細な分析等を行って

いくことになる。

○ また、今後令和元年財政検証の将来見通しと実績の比較を行っていく中で、

例えば国民年金第１号被保険者が減少し厚生年金被保険者となる傾向が国民

年金の持続可能性を高め、基礎年金の給付水準の低下抑制に寄与する可能

性といった観点からも毎年の制度運営の動向を注視していきたい。

○ いずれにせよ、年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期

的な動向にとらわれることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべ

きである。
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社会保障審議会年金数理部会について

・ 公的年金制度の一元化の推進に係る閣議決定（平成13年）の要請を踏まえ、「各被用者
年金制度の安定性及び公平性の確保に関し、財政再計算時における検証及び毎年度
の報告を求めること」などを審議内容とする部会として社会保障審議会に設置。

閣議決定「公的年金制度の一元化の推進について」（平成13年）
社会保障審議会に年金数理に関する専門的な知識、経験を有する者等から構成される部会を設け、当該部会において被用者年金制度の
安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時における検証のほか、毎年度の報告を求めることを要請するものとする。

社会保障審議会年金数理部会

・ 平成27年10月に被用者年金制度が一元化された後も、制度の安定性の確保の観点か
ら財政検証結果及び各年度の決算の報告を求め審議。

毎年度の決算

決算のヒアリング

公的年金財政状況報告

・

公的年金各制度・各実施機関
において実施

決算状況の確認
財政検証（・財政再計算）との比較

年
金
数
理
部
会 各制度・実施機関の財政状況を専門的な観点から横断的に分析・評価

実績の動向とその背景を明らかにし、平成26年財政検証（・財政再計算）
との比較により厚生年金全体及び各制度の財政状況を分析・評価

財政検証（・財政再計算）

結果・手法等のヒアリング

財政検証（・財政再計算）に基づく公的年金制度の財政検証

（ピアレビュー）

財政検証（・財政再計算）の結果、
推計の基礎データの取扱い、
推計手法等の確認

推計の基礎データ・推計手法の分析・検証
推計結果の分析のあり方の検証
制度の安定性・公平性の観点からの財政検証（・財政再計算）の分析・検証
今後の財政検証への提言
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（参考資料）


